
全体会「フォレスターハウス（住友の植林事業ゆかりの地）・散策」
（令和６年８月３日）

当金庫は、持続可能な地域社会の実現に向けた取組みを通じて国連が
提唱するSDGs17の目標達成に取り組んでいます。

目   次

ご あ い さ つ ・・・・・・・・・・・・・・   2

当金庫の概要・・・・・・・・・・・・・・・   4

庶 務 の 概 要 ・・・・・・・・・・・・・・   5

業 務 報 告 書 ・・・・・・・・・・・・・・   6

貸 借 対 照 表 ・・・・・・・・・・・・・・   9

損 益 計 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・ 18

剰 余 金 処 分 ・・・・・・・・・・・・・・ 19

独立監査人の監査報告書・・・・・ 20

自己資本比率（経営内容）・・・・・ 21

金融再生法開示債権の状況・・・ 22

営業地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

営業店舗のご案内・・・・・・・・ 22

店舗外キャッシュ
　コーナーのご案内・・・・・ 23

第88期

業務のご報告
令和6年4月1日～令和7年3月31日

経 営 理 念
● 中小企業の健全な発展
● 豊かな国民生活の実現
● 地域社会繁栄への奉仕



会員の皆様には、ますますご清祥のこととお
慶び申し上げますとともに平素のご支援・ご愛
顧に対し心より御礼申し上げます。
ここに第88期（令和６年度）の事業概況と決

算状況をご報告いたします。

令和６年度のわが国経済は、仕入れ価格の高騰や消費者物価上昇
の影響が見られたものの、インバウンドや実質賃金の回復により個人
消費に前向きな動きがみられ、大企業は、円安等により業績が好調
に推移、加えてDX・GⅩに向けて設備投資が増加するなど、緩やかな
回復基調となり日経平均株価は史上最高値を更新しました。こうし
た中、日本銀行は、金融政策の正常化に向けて２度に亘り利上げを実
施するとともに国債の買い入れを減額、政策金利は17年ぶりの水
準となり「金利ある世界」となりました。一方、米国トランプ政権の関
税政策により世界経済に減速懸念が高まり、政府は経済対策や米国
との交渉に歩み出したものの、先行きに不透明感が増しております。

足許の愛媛県経済は、原材料価格高騰や円安の影響を受け企業の
生産活動は、化学・電気機械等弱めの動きとなっているものの、非鉄
金属・輸送機械（造船）・公共投資は高水準で推移、雇用・所得環境も
持ち直し、個人消費は、物価上昇の影響を受けながらも堅調に推移
していることから、全体としては緩やかに回復しております。しか
しながら、企業倒産件数が前年を上回り推移し、多くの事業者は、仕
入れ価格の高騰や人材確保に苦慮し、特に中小零細事業者は、事業
承継・人手不足・資金繰り・債務過多・賃上げ・金利引上げ等経営の課
題を抱え、業種間・企業間格差が拡大、個人は、雇用・所得環境の改善
基調が続く中、物価上昇による消費動向の減速や格差が散見され、総
じて腰折れが懸念されております。

この様な中、第88期は、第九次中期３カ年計画とうしん「未来を拓
く変革への挑戦」の初年度にあたり、基本方針「組織の革新」・「持続的
な人的基盤の確立」・「店舗・営業戦略の再構築とDX推進」・「統合的リ
スク管理による重点課題解決」・「GⅩ・伴走支援等による地域社会の
課題解決」のもと、金融仲介機能・ライフサポート機能・地域活性化機
能を発揮し、更に、事業者ならびに個人に資金供給・生活支援・課題解
決支援等を行い、地域の生業づくりや路地裏に横たわる課題解決を
図り、人々の幸せづくりと持続可能な地域社会への貢献を目指し事
業展開をいたしました。

●ごあいさつ

理事長
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具体的には、
事業者の課題解決として、業界ネットワークを活用した販路拡大

支援、路地裏情報に基づき、企業のライフサイクルに応じた融資や新
成長分野への円滑な資金の提供、事業承継・創業・経営改善・DX支援・
移住者支援、行政・経済団体等との連携による「各種勉強会・相談会・
セミナー」の開催、共済商品の提供、補助金・助成金の申請支援な
ど金融円滑化の深化に努めました。
個人のライフサイクル支援として、「定期預金ハッピーライフ・定期

積金貯まるくん・各種ローン」、「医療・がん・介護・傷害・終身保険」、
「相続信託」等商品の提供を実施したほか、「マネロン・サイバーセ
キュリティ対策」、「金融・年金・相続相談会」の開催、「年金宅配便・
年金旅行・見守り活動・特殊詐欺防止」等の活動を行いました。

持続可能な地域社会への貢献として、新居浜市・西条市と連携し
地元産品を使用したクラフトビールの醸造、「ロビー展」・「敬老の日
似顔絵展」、広報活動として「ふれあい通信」・「ラジオ広告」・「LINE」
などによる情報発信を実施しました。
また、「ユネスコスクール」・「お遍路さん支援」・「卒園児へのお祝い

品贈呈・お仕事体験フェア・こどもみらい古本募金」・「あかがね少年
野球大会」を開催するほか、「環境啓発登山」・「フードドライブ」・「SDGs
私募債引受」・「能登半島復興応援積金」などに取り組みました。

その結果、
預金積金残高は107,644百万円、貸出金残高は52,424百万円と

なりました。
業務純益は167百万円、経常利益は245百万円、当期純利益は

183百万円、自己資本比率は15.48%を計上いたしました。

当金庫は、行政・経済団体などと連携して「あかがねの街・紙の街・
水の街」の発展と人々の幸せづくりのため、法人・個人事業主・個
人のお客様にライフサイクル支援等「いつでも身近でお手伝い」を
実践し、金融仲介機能を深化してまいります。

更に、地域に根差した協同組織金融機関として地域の皆さまとの
リレーションシップならびにSDGs活動を深化させ、安定性・透明性・
健全性を高め、経営理念である「中小企業の健全な発展」・「豊かな
国民生活の実現」・「地域社会繁栄への奉仕」に努めて参りますので、
今後とも会員の皆様方の倍旧のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます。

令和7年6月
� 理事長　飯　尾　泰　和　
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●沿　　革
昭和13年	 保証責任新居浜市信用組合設立
昭和18年	 市街地組合法により新居浜信用組合に変更
昭和26年	 信用金庫法により新居浜信用金庫に変更
昭和27年	� 営業地域を拡張（新居浜市、西条市、周桑郡）
昭和28年	 西条支店新設
昭和34年	 泉川支店新設
昭和41年	 現本店新築移転
昭和45年	 小松支店新設
昭和47年	� 伊予三島信用金庫と合併			 

東予信用金庫に名称変更
昭和53年	 川東支店新設
昭和59年	� 証券業務、国債窓口販売認可			 

日本銀行歳入代理店指定
昭和61年	 中萩支店新設
昭和63年	 創立50周年記念式典
平成  2年	 喜多川支店新設
平成  3年	� 両替商認可
平成  4年	� 県立新居浜病院共同CDコーナー開設
平成  5年	 フジグラン新居浜ATMコーナー開設		
	 新居浜市役所ATMコーナー開設
平成  8年	� フジ本郷店SCATMコーナー開設
平成  9年	� フジ西条玉津店ATMコーナー開設
平成12年	 コープ土居店ATMコーナー開設
平成13年	 イオン新居浜ATMコーナー開設
平成19年	 本店大改修
平成20年	 創立70周年記念式典				  
	 三島支店新築移転
平成22年	 新居浜駅前支店新設
平成25年	 営業地域を拡張（愛媛県全域、香川県観音寺市）	
	 西条支店新築移転
平成26年	 ハローズ新居浜郷店ATMコーナー開設
平成28年	 職員寮新設					   
	 マック松原店ATMコーナー開設
平成29年	 小松支店新築移転				  
	 松柏ＡＴＭコーナー開設
平成30年	 創立80周年記念式典
令和元年	‌� 中萩支店の営業時間変更（昼休業導入）
令和  2年	 喜多川支店移転（西条支店店舗内店舗）		
	 喜多川ATMコーナー開設
令和  3年	 本店営業部に店頭タブレット導入

●当金庫の概要
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1．総代会
　令和6年6月19日 第87期通常総代会を開催し、下記議案を
付議し、承認可決されました。
　第1号議案　令和５年度（第87期）剰余金処分（案）承認の件
　第2号議案　会員の除名（案）承認の件
　第3号議案　総代候補者選考委員選任（案）の件
2．登記事項
　令和６年４月16日
　‌�令和6年3月31日現在の出資口数及び総額を次のとおり登記しました。
　　　　　　出資口数　　　　　１０，９９６，２７３口
　　　　　　払込済出資総額　５４９，８１３，６５０円
3．その他の主な事項

●庶務の概要

令和6年  4月
　～令和7年  3月

地域の歴史やお客様の芸術品を展示するロビー展を全営業店
にて開催しました（開催回数74回）。
「チームえびす」に参画し、中小企業の抱える課題解決に取り
組みました（19社）。
外部専門家による「年金相談会」を18回、「事業承継相談会」を8回、
「相続相談会」を3回、「起業・創業勉強会」を４回開催しました。
「フードドライブ」・「こどものみらい古本募金」事業を全店舗
で順次実施しました。

令和6年  4月  1日 しんきんの共済制度（日本フルハップ）の取扱いを開始しました。
令和6年  4月10日 第43回信用金庫PRコンクール「パンフレット・冊子部門」

優秀賞受賞しました。
令和6年  6月 「業務のご報告」を電子化しました。
令和6年  6月15日「信用金庫の日」の奉仕活動として、新居浜市、西条市、四

国中央市にて清掃活動を実施しました。
令和6年  8月  1日「とうしん移住者専用創業支援ローン」の取扱いを開始しました。
令和6年8月13～16日「特殊詐欺等被害未然防止キャンペーン」を実施しました。
令和6年  8月  3日 とうしん全体会を開催し、フォレスターハウス散策・清掃

活動などを行いました。
令和6年  9月 「敬老の日似顔絵ロビー展」を全店舗にて開催しました。
令和6年  9月  5日 個人向け国債の募集を再開しました。
令和6年9月21～23日イオンモール新居浜にて、小・中学生向けに「お仕事体験フェス」

を開催しました。
令和6年  9月30日 西条市・よい仕事おこしフェア実行委員会との連携企画で、石鎚

黒茶を使ったクラフトビールの完成披露式を開催しました。
令和6年10月  8日 新居浜市・よい仕事おこしフェア実行委員会との連携企画で、

七福芋を使ったクラフトビールの完成披露式を開催しました。
令和6年10月20日 石鎚山環境啓発登山のボランティアに参加しました。
令和6年11月  3日 いしづち山麓SWEETライド2024に参加しました。
令和6年11月  4日「第５回あかがね少年野球大会とうしん杯」を開催しました。
令和6年11月12日「とうしん年金友の会」にて山陰日帰りツアーを開催しました。
令和6年11月18日 でんさいライトの取扱いを開始しました。
令和6年11月
　～令和7年  2月

「おもてなしステーション・遍路地図・お遍路道ウォーク」に
よるお遍路さん支援を実施しました。

令和6年12月30日 外貨両替業務の取扱いを休止しました。
令和7年  2月  5日 西条高校、小松高校の生徒を受け入れてインターンシップを実施しました。
令和7年3月 「敬老の日」の似顔絵を提供していただいた卒園児にお祝い

品を贈呈しました。
令和7年  3月28日 今治市で発生した林野火災にかかる特別相談窓口を設置しました。
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百万円

百万円

区　　分 出資者数 出資金額 処分未済持分
個　　人 10,777 454
法　　人 1,407 94
合　　計 12,184 548 ─

1．事業の概況
（1）事業概況等　�当金庫の業績の概要、事業方針等につきましては、

ごあいさつの中で申し上げたとおりであります。
（2）事業成績の推移

2．当金庫の現況
（1）出資金の推移

（2）出資金の状況（当年度末現在）
　　普通出資　普通出資１口の金額	 50円
　　　　　　　普通出資者の出資の最低限度額	 5,000円

（3）役員の状況
　イ．役員数　定款に定める理事数	 12人以内
　　　　　　　定款に定める監事数	 ３人以内

●  第88期業務報告書 令和  6年4月 1 日から
令和  7年3月31日まで

令和7年4月22日作成　　令和7年6月2日備付

（注）�記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております（以下の各表における金額についても同様であります）。

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
百万円 百万円 百万円 百万円

預金積金 105,046 106,797 108,682 107,644

定期預金 64,353 64,464 63,912 64,025

定期積金 6,609 6,702 6,363 6,216

その他 34,084 35,631 38,406 37,402

貸出金 49,924 51,731 52,198 52,424

会　員 35,503 35,890 36,214 36,004

会員外 14,421 15,841 15,984 16,420

有価証券 34,074 32,487 32,033 28,776

国　債 7,733 7,140 6,756 5,733

その他 26,341 25,346 25,277 23,042

総資産 117,428 116,036 117,766 113,906

内国為替取扱高 79,954 82,809 91,000 107,223
千円 千円 千円 千円

経常利益 283,667 294,891 351,854 245,545

当期純利益 205,478 210,588 262,166 183,508

区　　　分 前 年 度 末 当 年 度 末
出　　資　　金 549 百万円 548 百万円

普通出資金 549 548

区　　　分 前 年 度 末 当 年 度 末
理  事（うち非常勤） 12（6）人 12（6）人
監  事（うち非常勤）   3（2）人   2（1）人
合  計（うち非常勤） 15（8）人 14（7）人
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 （注）1．�平均年齢、平均勤続年数および平均給与月額はそれぞれ単位未満を切り捨て
て表示しております。

　　 2．職員数にはアルバイト、パートは含んでおりません。
　　 3．平均給与月額は賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

（4）職員の状況

ロ．理事及び監事（当年度末現在）

　（注） 1�．‌�○印で囲み表示しております監事は信用金庫法第32条第５項に規定する者
（員外監事）であります。

　　　 2.  当年度中に退任した役員の地位は退任時のものであります。

役 名 氏　名 就　任
年月日

任期満了
年 月 日

代表・非
代表の別

常勤・非
常勤の別 担当部門又は主な職業

理事長 飯尾 泰和 R  3.6.18 令和7年通常
総代会終結時 代表 常勤

専務理事 髙畠 数一 R  3.6.18 同上 代表 常勤

常務理事 西岡 和宏 R  3.6.18 同上 代表 常勤

理事 伊藤 義裕 R  1.6.14 同上 非代表 常勤

理事 三並 耕一郎 R  5.6.19 同上 非代表 常勤

理事 中尾 耕造 R  5.6.19 同上 非代表 常勤

理事
（会長） 横川 明英 R  5.6.19 同上 非代表 非常勤

理事 小野 幸男 H25.6.18 同上 非代表 非常勤 三光機械工業㈱会長

理事 井原 　伸 H25.6.18 同上 非代表 非常勤 井原工業㈱社長

理事 藤田 　元 R  4.6.17 同上 非代表 非常勤 ㈱愛光商事社長

理事 青野 　力 R  5.6.19 同上 非代表 非常勤 青野海運㈱社長

理事 今井 厚志 R  5.6.19 同上 非代表 非常勤 今井厚志税理士事務所所長

監事 久保 朋子 R  5.6.19 令和9年通常
総代会終結時 常勤

監事 鶴身 　洋 H27.6.16 同上 非常勤

（当年度中に退任した役員）

監事 宮﨑 茂喜 令和６年10月31日退任

区　　分 前年度末 当年度末

職　  員  　数 76人 79人

平 均 年 齢 40歳４月 39歳 ６月

平均勤続年数 15年10月 15年 ７月

平均給与月額 238千円 ２５４千円
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　ロ．当年度の事務所の開設・廃止状況

　　　該当なし。

　ハ．信用金庫代理業者の一覧

　　　該当なし。

　ニ．信用金庫が営む銀行代理業等の状況

　 所属金融機関の商号又は名称　　　　　信金中央金庫

　ホ．�当年度の信用金庫代理業者が信用金庫代理業を営む営業所又は事

務所の開設・廃止状況

　　　該当なし。

（6）重要な子会社等（当年度末現在）

　重要な業務提携の概況

　1．‌�しんきんネットキャッシュサービス加盟信用金庫との提携により、

現金自動設備の相互利用による現金自動預入および引出しのサー

ビスを行っております。

　2．‌�しんきんネットキャッシュサービス加盟信用金庫と都市銀行、地

方銀行、第二地方銀行、信用組合、系統農協・信漁連、労働金庫

との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し

のサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。

　3．‌�ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現

金自動引出しのサービスを行っております。

（7）預金等総額の状況

	 区　　　分	 当年度開始時	 翌年度開始時

	 預金等総額	 1,086億円	 1,076億円

（5）事務所等の状況
イ．事務所数　　  　　　　　　　　　　　　　　 店（うち出張所）

区　　分 前年度末 当年度末
新　居　浜　市   5（－）   5（－）
西　　条　　市   3（－）   3（－）
四 国 中 央 市   2（－）   2（－）
合　　　計 10（－） 10（－）

店舗外現金自動設備 10 10

8



●第88期貸借対照表 令和7年3月31日現在（単位：百万円）

資 産 の 部
現 金 1,960
預 け 金 27,526
買 入 金 銭 債 権 1,640
金 銭 の 信 託 0
有 価 証 券 28,776
国 債 5,733
地 方 債 2,617
社 債 10,775
株 式 987
そ の 他 の 証 券 8,661

貸 出 金 52,424
割 引 手 形 130
手 形 貸 付 2,578
証 書 貸 付 48,036
当 座 貸 越 1,679

そ の 他 資 産 860
未 決 済 為 替 貸 47
信金中金出資金 610
未 収 収 益 142
そ の 他 の 資 産 60

有 形 固 定 資 産 1,561
建 物 399
土 地 1,107
リ ー ス 資 産 10
その他の有形固定資産 44

無 形 固 定 資 産 7
前 払 年 金 費 用 161
繰 延 税 金 資 産 435
債 務 保 証 見 返 141
貸 倒 引 当 金 △ 1,590
（うち個別貸倒引当金） △ 1,481

資 産 の 部 合 計 113,906

負 債 の 部
預 金 積 金 107,644
当 座 預 金 1,977
普 通 預 金 34,954
貯 蓄 預 金 52
定 期 預 金 64,025
定 期 積 金 6,216
そ の 他 の 預 金 418

借 用 金 460
借 入 金 460

そ の 他 負 債 253
未 決 済 為 替 借 26
未 払 費 用 77
給 付 補 塡 備 金 5
未 払 法 人 税 等 38
前 受 収 益 31
払 戻 未 済 金 1
職 員 預 り 金 19
リ ー ス 債 務 10
そ の 他 の 負 債 42

賞 与 引 当 金 26
役員退職慰労引当金 126
債 務 保 証 141
負 債 の 部 合 計 108,652

純 資 産 の 部
出 資 金 548
普 通 出 資 金 548

利 益 剰 余 金 7,782
利 益 準 備 金 549
その他利益剰余金 7,233
特 別 積 立 金 6,040

（うち目的積立金） 235
当期未処分剰余金 1,193

会 員 勘 定 合 計 8,331
その他有価証券評価差額金 △ 3,078
評価・換算差額等合計 △ 3,078
純 資 産 の 部 合 計 5,253
負債及び純資産の部合計 113,906
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〔貸借対照表の注記〕
  1.	‌�記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
  2.	‌�有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による

償却原価法（定額法）、その他有価証券については時価法（売却原価は
主として移動平均法により算定）、市場価格のない株式等については移
動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券
の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

  3.	‌�有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平
成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成
28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額
法）を採用しております。

	 また、主な耐用年数は次のとおりであります。
	 　建　物   　　15年～39年
	 　その他   　　  3年～  5年
  4.	‌�無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却し

ております。
	‌� なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可

能期間に基づいて償却しております。
  5.	‌�所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリー

ス資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法により償却しております。

  6.	‌�貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計
上しております。

	‌� 日本公認会計士協会 銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資
産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和
4年4月14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権につ
いては、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見
込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産
実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値
に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定してお
ります。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と
認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債
権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能
見込額を控除した残額を計上しております。

	‌� 要管理先債権を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債
権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積
もることができる債権については、キャッシュ・フロー見積法（DCF法）に
より算定された額を貸倒引当金として計上することとしております。又、資
本性適格貸出金を含む債務者については日本公認会計士協会業種別委員会実
務指針第32号に基づき予想損失率を算定し貸倒引当金を計上しております。

	‌� すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力
の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。

  7.	‌�賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞
与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

  8.	‌�退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指
針第25号「退職給付会計に関する会計基準の適用指針」（平成27年3月26
日）に定める簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法)により、当期末の期末自己都合要支給額から確定給付企業
年金制度における年金資産額を控除した額を計上しております。なお、
当期末においては、年金資産額が期末自己都合要支給額を超過しており、
当該超過額（161百万円）を前払年金費用として計上しております。

	‌� また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制
度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度へ
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の拠出額を退職給付費用として処理しております。なお、当該企業年金
制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合
並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

	 ① 制度全体の積立状況に関する事項（令和6年3月31日現在）
	 　　　年金資産の額　　　　　　　　　　　1,832,300百万円
	 　　　年金財政計算上の数理債務の額と
	 　　　　最低責任準備金の額との合計額　   1,853,684百万円 
	 　　　差引額　　　　　　　　　　　　　　  △21,384百万円
	 ② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和6年3月分）�0.0672％
	 ③ 補足説明
	 　 ‌�上記①の差引額の要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高

134,623百万円及び別途積立金113,239百万円であります。本制
度における過去勤務債務の償却方法は期間19年0ヵ月の元利均等定
率償却であり、当金庫は、当期の財務諸表上、当期償却に充てられ
る特別掛金13百万円を費用処理しております。

	 　 ‌�なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準
給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の
実際の負担割合とは一致しません。

  9.	‌�役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、
役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当期末までに発生して
いると認められる額を計上しております。

10.	‌�収益の計上方法
‌	‌� 役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳

として「受入為替手数料」「その他の役務取引等収益」があります。この
うち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受入手数料であり、
送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものがあります。

	‌� 為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の
受領と同時期に充足されるため、原則として、一時点で収益を認識し
ております。

11.	‌�固定資産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。
12.	‌�会計上の見積り関係
	‌� 計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損

益計算書上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を
使用する必要があります。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさま
ざまな要因に基づき、継続的に見積り、判断および仮定を行っているものの、
見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

	 以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
  ⑴	貸倒引当金　　1,590百万円
	‌� 貸倒引当金の算出方法は6.に記載しております。主要な仮定は、「債務者

区分の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区
分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能
力を個別に評価し、設定しております。なお、個別貸出先の業績変化等に
より、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財
務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

  ⑵	繰延税金資産　435百万円
	‌� 繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及

び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済
条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課
税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表
において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

  ⑶	固定資産の減損損失　
	‌� 固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている

管理会計上の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資
産グループ単位で減損の兆候を把握しております。減損損失を認識する
かどうかの判定および使用価値の算定に際して用いられる将来キャッ
シュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当金庫が用い
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ている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
	‌� なお、当期において減損損失は発生しておりません。
	‌� 前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を

受ける可能性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、
減損の兆候、判定に重要な影響を与える可能性があります。

13.	‌�理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額
807百万円

14.	‌�有形固定資産の減価償却累計額1,480百万円
15.	‌�信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づ

く債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸出金、「その他資産」
中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるも
のであります。

　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額� 2,163百万円
　　　危険債権額� 283百万円
　　　三月以上延滞債権額� －百万円
　　　貸出条件緩和債権額� 120百万円
　　　合計額� 2,566百万円
	‌� 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続

開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債
務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

	‌� 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状
態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の
受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ず
る債権に該当しないものであります。

	‌� 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から
三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権
並びに危険債権に該当しないものであります。

	‌� 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及び
これらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しない
ものであります。

	‌� なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
16.	‌�手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処

理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担
保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面
金額は130百万円であります。

17.	‌�担保に供している資産は次のとおりであります。	
	 担保に供している資産　　　預け金　　　100百万円
	 　　　　　　　　　　　　　有価証券　　797百万円
	 担保資産に対応する債務　　借用金　　　460百万円
	‌� 上記のほか、内国為替決済、当座借入の担保として、預け金2,500百

万円を差し入れております。
18.	‌�「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第

3項）による社債に対する当金庫の保証債務の額は100百万円であります。
19.	‌�出資１口当たりの純資産額　478円63銭
20.	‌�金融商品の状況に関する事項
  ⑴	金融商品に対する取組方針
	‌� 当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を

行っております。
	‌� このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負

債の総合的管理（ALM）をしております。
  ⑵	金融商品の内容及びそのリスク
	‌� 当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する

貸出金です。
	‌� また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、
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純投資目的及び事業推進目的で保有しております。
	‌� これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場

価格の変動リスクに晒されております。
	‌� 一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに

晒されております。
  ⑶	金融商品に係るリスク管理体制
  ①	信用リスクの管理
	 ‌�当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個

別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、
問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。

	‌� これらの与信管理は、各営業店のほか業務部により行われ、また、定期的
に経営陣による常勤理事会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。

	‌� さらに、与信管理の状況については、業務部がチェックしております。
	‌� 有価証券の発行体の信用リスクに関しては、業務部において、信用情報

や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
  ②	市場リスクの管理
　  (i) 金利リスクの管理
	 　‌�当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
	 　‌�ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳

細を明記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方
針に基づき、常勤理事会において実施状況の把握・確認、今後の対
応等の協議を行っております。

	 　‌�日常的には業務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的
に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを
行い、月次ベースで常勤理事会に報告しております。

	 　‌�当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受け
る主たる金融商品は、「預け金」、「買入金銭債権」、「有価証券」のうち
債券、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」であります。

	 　‌�当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、「保有期間」1
年、過去5年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を用いた
時価の変動幅を市場リスクとし、金利の変動リスクの管理にあたっ
て定量的に利用しております。当該変動額の算定にあたっては、対
象の金融資産及び金融負債をそれぞれ金利期日に応じて適切な期間
に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。なお、
要求払預金の金利リスク量は明確な金利改定間隔がなく、預金者の
要求により随時払い出される要求払預金のうち、引き出されること
なく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫で
は、要求払預金の額の50％相当額を30カ月へ全額計上しております。

	 　‌�金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定した場合の99
パーセンタイル値を用いた金利リスク量は当事業年度現在1,825百
万円であります。

	 　‌�当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としてお
り、金利とその他の相関を考慮しておりません。また、金利の合理
的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影
響が生じる場合があります。

　 (ii) 為替リスクの管理
	 　‌�当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理して

おります。
　(iii) ‌�価格変動リスクの管理
	 　‌�有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方針に基

づき、理事会の監督の下、市場リスク管理規程等に従い行われております。
	 　‌�このうち、業務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、

投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動
リスクの軽減を図っております。

	 　‌�業務部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有しているも
のであり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングしていま
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す。これらの情報は業務部を通じ、常勤理事会及びALM委員会におい
て定期的に報告されております。

  ③	資金調達に係る流動性リスクの管理
	‌� 当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段

の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによっ
て、流動性リスクを管理しております。

  ⑷	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	‌� 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
	‌� なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡便な

計算により算出した時価に代わる金額を開示しております。
21.	‌�金融商品の時価等に関する事項
	‌� 令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、

次のとおりであります（時価の評価技法（算定方法）については（注１）
参照）。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりま
せん（（注２）参照）。

	 また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

⑴ 預け金（＊１） 27,526 27,200 △325
⑵ 買入金銭債権 1,640 1,494 △146
⑶ 有価証券 28,764 28,559 △204
　 満期保有目的の債券 3,606 3,401 △204
　 その他有価証券（＊２） 25,157 25,157 -
⑷ 貸出金（＊１） 52,424
　 貸倒引当金（＊３） △1,590
　 50,834 49,022 △1,811
　 金融資産計 108,766 106,276 △2,489
⑴ 預金積金（＊１） 107,644 107,200 △444
⑵ 借用金 460 460 -
　 金融負債計 108,104 107,660 △444

（＊1）‌�預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出し
た時価に代わる金額」を記載しております。

（＊2）‌�その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会
計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-3項及び第24-9項の基準価額
を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（＊3）‌�貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除してお
ります。

（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
⑴ 預け金
 　‌�満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、市
場金利（国債の利回り）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として
記載しております。

⑵ 買入金銭債権
 　取引金融機関から提示された価格によっております。
⑶ 有価証券
 　‌�株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示さ
れた価格によっております。投資信託は、取引所の価格又は公表されて
いる基準価格によっております。

 　‌�なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については22.か
ら23.に記載しております。
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⑷ 貸出金
 　‌�貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当
金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時
価に代わる金額として記載しております。

　① ‌�破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・
フローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に
計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）

　② ‌�①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
　③ ‌�①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごと

に、元利金の合計額を市場金利（国債の利回り）で割り引いた現在価額
を時価に代わる金額として記載しております。

金融負債
⑴ 預金積金
 　‌�要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を
時価とみなしております。また、定期性預金の時価は、一定期間ごとに
区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、
その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率
は、市場金利（国債の利回り）を用いております。

⑵ 借用金
 　‌�借用金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。

（注２）‌�市場価格のない非上場株式等は次の
とおりであり、金融商品の時価情報
には含まれておりません。

(※1)‌�非上場株式については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時
価等の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項に基づき、時
価開示の対象とはしておりません。

22.	‌�有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
（単位：百万円）

満
期
保
有
目
的
の
債
券

種 類 貸借対照表計上額 時 価 差 額

時価が貸借対照表計上額を超え
るもの

国　債 － － －
地方債 － － －
社　債 95 95 0
外国債券 700 752 52
小　計 795 848 52

時価が貸借対照表計上額を超えな
いもの

国　債 692 583 △108
地方債 523 474 △48
社　債 495 466 △28
外国債券 1,100 1,028 △71
小　計 2,810 2,553 △257

合　　　　計 3,606 3,401 △204

そ
の
他
有
価
証
券

種 類 貸借対照表計上額 取得原価 差 額

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

株式 66 65 1
債券 108 107 0
　国債 － － －
　地方債 － － －
　社債 108 107 0
その他 1,250 1,067 183
小　計 1,425 1,241 184

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

株式 909 1,093 △184
債券 17,213 19,919 △2,706
　国債 5,041 6,269 △1,228
　地方債 2,094 2,503 △409
　社債 10,076 11,146 △1,069
その他 5,610 6,174 △563
小　計 23,732 27,187 △3,454

合　　　　計 25,157 28,428 △3,270

� （単位：百万円）

区　　　分 貸借対照表計上額
非上場株式（※1） 11
合　　計 11
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23.	当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。（単位：百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式　 1,850 106 －
債券　 495 － △127

　　国　債 495 － △127
　　地方債 － － －
　　社　債 － － －
その他 137 3 △3
合　　　計 2,482 109 △130

24.		その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） （単位：百万円）

貸借対照
表計上額 取得原価 差　額

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

うち貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

その他の金銭の信託 0 0 － － 0

	

25.	‌�当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客か
らの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件につい
て違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、17,773百万円
であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが3,476百万円
あります。

	‌� なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものである
ため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・
フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当
金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする
ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において
必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定
期的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必
要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております

26.	‌�繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。

　　　繰延税金資産
　　　　貸倒引当金� 315百万円
　　　　賞与引当金� 7百万円
　　　　貸出金未収利息� 22百万円
　　　　減価償却費� 5百万円
　　　　貯蔵品� 1百万円
　　　　その他有価証券評価差額金� 928百万円
　　　　その他� 84百万円
　　　繰延税金資産小計� 1,363百万円
　　　　評価性引当額� △928百万円

　　　繰延税金資産合計� 435百万円

　（追加情報）
　 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
　　‌�「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が令和7年
3月31日に成立したことに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業
年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これ
に伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の
27.66％から、令和8年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見
込まれる一時差異については28.38％となります。この税率変更によ
る影響は軽微です。

27.	収益認識会計基準の「表示」に関する事項
	‌� 未収収益に含まれる顧客との契約から生じた債権の金額は0百万円であ

ります。
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●トピックス

特殊詐欺未然防止キャンペーン （令和６年８月13日～16日）

　2024年よい仕事おこしフェア （令和６年12月３日～４日）

お仕事体験フェス （令和６年９月21日～23日）
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●第88期損益計算書 （単位：千円） (　  　　 　　)令和６年4月  1日から
令和７年3月31日まで

科　　　　目 金　　　　　　　　額
経 常 収 益 1,463,102

資金運用収益 1,237,058

貸 出 金 利 息 773,269

預 け 金 利 息 104,116

有価証券利息配当金 335,610

その他の受入利息 24,061

役務取引等収益 100,897

受入為替手数料 33,664

その他の役務収益 67,232

その他業務収益 14,189

外国為替売買益 212

国債等債券売却益 2,026

その他の業務収益 11,950

その他経常収益 110,957

償却債権取立益 60

株 式 等 売 却 益 107,286

その他の経常収益 3,610

経 常 費 用 1,217,557

資金調達費用 86,747

預 金 利 息 83,524

給付補塡備金繰入額 2,913

借 用 金 利 息 196

その他の支払利息 112

役務取引等費用 100,771

支払為替手数料 19,182

その他の役務費用 81,588

その他業務費用 130,679

国債等債券売却損 130,657

その他の業務費用 22

経　　　　　費 877,673

人 件 費 546,786

物 件 費 296,905

税　　　　　　金 33,981

その他経常費用 21,685

貸倒引当金繰入額 1,795

貸 出 金 償 却 2,388

その他の経常費用 17,501

経 常 利 益 245,545

税 引 前 当 期 純 利 益 245,545

法人税、住民税及び事業税 59,273

法 人 税 等 調 整 額 2,763
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以上の通りであります。　　　　　　令和７年６月16日

以上の各項目について監査の結果、正確であることを認めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年５月28日

東予信用金庫
監　事（常勤）	 久　保　朋　子　㊞

監　事（員外）	 鶴　身　　　洋　㊞

（注）�監事 鶴身 洋 は信用金庫法第32条第5項に定める員外監事であります。

●第88期剰余金処分 (　  　　 　　　)令和６年４月  1日から
令和７年３月31日まで

（注記）	 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
	 2.出資１口当たり当期純利益金額16円69銭
	 3.‌�役務取引等収益に含まれる顧客との契約から生じる収益の金

額は、100,897千円であります。

円

科　　　　目 金　　　　　　　　額
法 人 税 等 合 計 62,036

当 期 純 利 益 183,508

繰 越 金（当 期 首 残 高） 1,009,598

当 期 未 処 分 剰 余 金 1,193,107

科　　　目 金　　　　　額

当期未処分剰余金 1,193,107,193

積立金取崩額 1,009,000

　利益準備金限度超過取崩額 1,009,000

剰余金処分額 16,456,394

　普通出資に対する配当金 16,456,394

繰越金（当期末残高） 1,177,659,799

(年3％)　

理 事 長 飯尾　泰和 理　　事 横川　明英
専務理事 髙畠　数一 理　　事 小野　幸男
常務理事 西岡　和宏 理　　事 井原　　伸
常勤理事 伊藤　義裕 理　　事 藤田　　元
常勤理事 三並耕一郎 理　　事 青野　　力
常勤理事 中尾　耕造 理　　事 今井　厚志
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独立監査人の監査報告書　　 令和７年５月26日

東予信用金庫理事会 御中 四国松山凛監査法人
指 定 社 員
業務執行社員‌ 公認会計士　佐  伯  直  輝
指 定 社 員
業務執行社員‌ 公認会計士　影  浦  浩  二

＜計算書類等監査＞
監査意見
　当監査法人は、信用金庫法第38条の２第３項の規定に基づき、東予信用金庫の令和６年４月１日から令和
７年３月31日までの第88期事業年度の剰余金処分案を除く計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及
び注記並びにその附属明細書（以下、これらの監査の対象書類を「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認
められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、金庫から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、業務報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理
事の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監事の責任
　経営者の責任は、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に
準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計
の慣行に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・‌�不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・‌�計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・‌�経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・‌�経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算
書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、金庫は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・‌�計算書類等の表示及び注記事項が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認
められる会計の慣行に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成
及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
＜剰余金処分案に対する意見＞
剰余金処分案に対する監査意見
　当監査法人は、信用金庫法第38条の２第３項の規定に基づき、東予信用金庫の令和６年４月１日から令和
７年３月31日までの第88期事業年度の剰余金処分案について監査を行った。
　当監査法人は、上記の剰余金処分案が法令及び定款に適合しているものと認める。
剰余金処分案に対する経営者及び監事の責任
　経営者の責任は、法令及び定款に適合した剰余金処分案を作成することにある。
　監事の責任は、剰余金処分案作成における理事の職務の執行を監視することにある。
剰余金処分案に対する監査における監査人の責任
　監査人の責任は、剰余金処分案が法令及び定款に適合して作成されているかについて意見を表明することにある。
利害関係
　金庫と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
� 以　　上
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●自己資本比率（経営内容）
　令和７年３月31日現在の自己資本比率は15.48％
　当金庫の自己資本比率は国内業務を営む金融機関として国内基準である
4.0％の3倍を超える15.48％で、国際基準の8％をも上回っていることから、
経営の健全性は十分に保たれております。

（単位：千円、％）
●単体自己資本比率（バーゼルＩＩＩ国内基準）

項            目 令和６年度

コア資本に係る基礎項目　　　（１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 8,315,269

うち、出資金及び資本剰余金の額 548,804

うち、利益剰余金の額 7,782,920

うち、外部流出予定額（△） 16,456

うち、上記以外に該当するものの額 －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 109,253

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 109,253

うち、適格引当金コア資本算入額 －

コア資本に係る基礎項目の額� （イ） 8,424,522

コア資本に係る調整項目　　　（２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツ
に係るものを除く。）の額の合計額 7,407

うち、のれんに係るものの額 －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ラ
イツに係るもの以外の額 7,407

前払年金費用の額 161,513

コア資本に係る調整項目の額� （ロ） 168,921

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ））� （ハ） 8,255,600

リスク・アセット等　　　　　(３)

信用リスク・アセットの額の合計額 51,360,449

資産（オン・バランス）項目 50,025,538

オフ・バランス取引等項目 1,334,911

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で
除して得た額 1,943,554

リスク・アセット等の額の合計額� （ニ） 53,304,003

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 15.48
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●営業店舗のご案内

●営業地区　愛媛県全域、香川県観音寺市

N

今治市

西条市

新居浜市

高知県

四国中央市

寒川支店

西条支店・
　喜多川支店

泉川支店

新居浜駅前支店

中萩支店

川東支店

三島支店

本　店

小松支店

●金融再生法開示債権の状況
当金庫の当期末時点の金融再生法上の不良債権は25億66百万円となっており
ますが、当該債権は担保及び保証で9億96百万円が保全され、また別に個別貸
倒引当金として14億81百万円が既に費用計上されていますので、88百万円が
今後損失として発生する可能性があります。しかし、一般貸倒引当金を1億9
百万円積立てており、当金庫の経営に与える影響はないと考えております。

　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

〇 ‌�「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続き等の事

由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
〇 ‌�「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財務状態及び経営

成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の

高い債権です。
〇 ‌�「要管理債権」とは、「3ケ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出

金をいいます。
〇 ‌�「正常債権」とは、債務者の財務状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破

産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいい

ます。

令和7年3月31日現在 （単位：百万円）

区　　　　　　　分 金　　　額

金融再生法上の不良債権　（A） ２，５６６

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ２，１６３

危険債権 ２８３

要管理債権 １２０

3ケ月以上延滞債権 －

貸出条件緩和債権 １２０

正常債権 ５０，０８８

合計　（B） ５２，６５５

不良債権比率（A／ B） ４．８７％
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本　　部	 〒792‐0012	新居浜市中須賀町1丁目	 TEL	(0897) 37-1313

本店営業部	〒792‐0012	新居浜市中須賀町1丁目	 TEL	(0897) 37-0124

泉川支店	〒792‐0826	新居浜市喜光地町1丁目	 TEL	(0897) 43-7161

川東支店	〒792‐0886	新 居 浜 市 郷 2 丁 目 	TEL	(0897) 46-1313

中萩支店	〒792‐0045	新 居 浜 市 中 萩 町 	TEL	(0897) 44-4141
新居浜駅前支店						    
	 〒792‐0812	新居浜市坂井町1丁目	

TEL	(0897) 37-8686

三島支店	〒799‐0404	四国中央市三島宮川4丁目	 TEL	(0896) 24-5430

寒川支店	〒799‐0431	四 国中央市 寒川町 	TEL	(0896) 25-1287

西条支店	〒793‐0030	西 条 市 大 町 	TEL	(0897) 55-2920

喜多川支店	〒793‐0030	西 条 市 大 町 	TEL	(0897) 55-2920

小松支店	〒799‐1102	西条市小松町南川 	 TEL	(0898) 72-2480

地元とともに

イ オ ン 新 居 浜 出 張 所	新居浜市前田町8-8		
� （土・日・祝日利用可）

新 居 浜 市 役 所 出 張 所	新居浜市一宮町1丁目5-1

フ ジ 新 居 浜 店 出 張 所	新居浜市新須賀町2丁目10-7	
� （土・日・祝日利用可）

フジ本郷 店 S C 出 張所 	新居浜市本郷1丁目2-41	
� （土・日・祝日利用可）

ハローズ新居浜郷店出張所	新居浜市郷5丁目9-11		
� （土・日・祝日利用可）

マ ッ ク 松 原 店 出 張 所	新居浜市松原町6-38		
� （土・日・祝日利用可）

コ ー プ 土 居 出 張 所	四国中央市土居町入野668-1	
� （土・日・祝日利用可）

三 島 支 店 松 柏 出 張 所	 四国中央市村松町38-5�（土利用可）

パルティ・フジ西条玉津出張所	 西条市玉津564-1		
� （土・日・祝日利用可）

西条支店喜多川出張所 	西条市喜多川315-5�（土利用可）

店舗外現金自動設備
（キャッシュコーナー）のご案内
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いつも身近でお手伝い

石鎚黒茶クラフトビール

七福芋クラフトビール

　当金庫と地域の皆様、全国の信用金庫が主導している

「よい仕事おこしフェア実行委員会」の連携で当地の魅

力を発信しています!!

　七福芋クラフトビールは、新居浜市大島で採れる希少

性の高い白芋「七福芋」と秋祭り新居浜太鼓祭りの時期

に咲くやさしい甘い香りのキンモクセイの香りをブレン

ドさせたクラフトビールです。

　石鎚黒茶クラフトビールは、石鎚山麓の集落を中心

に江戸時代から生産・継承された後発酵茶で、現在製

造は西条市内で受け継がれている「石鎚黒茶」を使った

クラフトビールです。



令和７年６月16日

会員各位
新居浜市中須賀町1丁目6番37号

� 東 予 信 用 金 庫
	   理事長　飯  尾  泰  和

第88期 通常総代会終了のお知らせ

謹啓　皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、令和７年６月16日開催の第88期通常総代会において、

下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

� 謹 白　

記

第１号議案　令和６年度（第88期）剰余金処分（案）承認の件

　　原案どおり承認可決されました。

第２号議案　理事の任期満了及び監事の退任に伴う選任（案）の件

　　原案どおり承認可決されました。

理事　飯　尾　泰　和（再任）　　横　川　明　英（再任）

　　　久　保　朋　子（新任）　　井　原　　　伸（再任）

　　　伊　藤　義　裕（再任）　　藤　田　　　元（再任）

　　　三　並　耕一郎（再任）　　青　野　　　力（再任）

　　　中　尾　耕　造（再任）　　今　井　厚　志（再任）

　　　八　木　哲　也（新任）　　小　野　正　師（新任）

監事　髙　畠　数　一（新任）　　小　野　秀　幸（新任）

　　　吉　次　範　孫（新任）

第３号議案　退任理事及び退任監事に対する退職慰労金贈呈の件

　　原案どおり承認可決されました。

総代会終了後の理事会において、会長に横川明英、理事長に

飯尾泰和、専務理事に久保朋子が各々就任しました。また、

総代会の終結の時等をもって常務理事  西岡和宏、理事  小野

幸男、監事  宮﨑茂喜、監事  鶴身洋が退任いたしました。


